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令和５年度 第１５回(３月)名張市教育委員会会議録 

１．開催場所 名張市役所３階 教育委員会室 

２．開催日時 
令和６年３月１３日(水) 午後 ４時００分 開始 

午後 ５時１０分 終了 

３．出席者 
西山嘉一教育長、藤本幸生委員、川原尚子委員、辻愛委員、 

井内孝徳委員 

４．欠席者 なし 

５．事務局 

鷲阪文宣教育次長、金森國康教育総務室長、堺谷明香教育総務室学校

給食・学務担当室長、福島良和学校教育室長、山村和久教育総務室教

育総務係長(書記) （以下、議事録中は役職名は省略。） 

６．事項 下記のとおり 

 

（教育長）ただ今から、令和５年度第１５回の臨時教育委員会ということでございますので、

よろしくお願いしたいと思います。まずは、本日は、教育委員さん方におかれましては、中

学校の卒業式ということで、お世話をおかけいたしましてありがとうございました。卒業生

というのは３１０名。名張市で、義務教育の課程を終えられて、次に進んでいただくという

ことで、３１０名の子どもが、中学校の方を卒業したというようなことでございます。それ

ぞれの学校の特色もありながら、厳かな卒業式をさせていただいたというふうなことでご

ざいまして、本当にありがとうございました。昨日には高校入試があり、また体調不良で行

けなかった生徒については追試であったり、また再募集であったりと、そんなことで自分の

進路に向けて、子どもたちがまた進んでいくというふうに思っているところでございます

ので、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。そうしましたら、議事

に入ります前に、当日の会議の公開についてお諮りをいたします。本日の会議の事項中、報

告第６号臨時代理した事件（県費負担教職員たる校長、教頭の任免（内申））の承認につい

てにつきましては、名張市教育委員会会議規則第８条の規定によりまして、非公開とするこ

とを提案いたします。委員の皆様方におかれましてはご異議ございませんか。 

（委員）はい。 

（教育長）ご異議がないようでございますので、これらの案件につきましては非公開として

会議を進行いたします。 

 

 

１ 報告 

第６号 臨時代理した事件（県費負担教職員たる校長、教頭の任免（内申））の承認につい

て【非公開】 

 

 

３ その他 

１）令和６年度名張市学校教育目標（確定）について 

（事務局 説明） 

 

（教育長）はい。ありがとうございました。学校教育目標につきまして、事務局の方から説
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明をいただいたわけですけれども、委員さん方にも前に一度見ていただいて、ご意見もいた

だいた中でこれを作り上げたというところです。最終の確定をするのにご意見をいただけ

たらと思います。よろしくお願いします。よろしいですか。 

（委員）私は、大丈夫です。 

（委員）はい。結構です。 

（教育長）はい、ありがとうございます。委員、いかがですか。 

（委員）はい。ありがとうございます。結構です。ちょっと私の方から意見を申しましたの

が、直っていないところもありますけれども、それは結構です。ただ、デジタル化のところ

は変更いただいて、ありがとうございました。はい。以上です。 

（教育長）はい。ありがとうございます。そうしましたら、一旦、このような形で確定をさ

せていただいて、学校の方へ示させていただくというなことで、進めさせていただきます。

ありがとうございました。 

 

 

２ 議案 

第６号 名張市立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 

（事務局 説明） 

 

（教育長）はい。ありがとうございました。ただ今、事務局の方から説明があったわけでご

ざいますけれども、教育委員さんの方でご質問等ございましたらお出しいただければと思

います。はい。委員。 

（委員）これは、医師会等に全部一任ということでお願いをしているということでよろしい

ですか。それと、交代、任期が１年ですけれども、何年かしたら代わるとかそういうことが

ありますか。それと、学校の方から何か希望ということでもないですが、何かあったらお医

者さんの希望とかも聞いてもらうことができるんですか。そのあたりはどうですか。 

（教育長）はい。事務局。 

（事務局）まず決めるに当たりましては、ちょっとすいません、言い忘れていましたけれど

も、色がついているところが今回新しくなって、交代になっているところなんですけども、

すべて、お任せではないですけれども、推薦をいただいているところです。推薦をいただい

て継続していただくところや、割り振りとかによって決められているところがあります。あ

と、小中学校の方からここのお医者さんにして欲しいとかいう希望は今まで聞いたことは

ないんですけども、今、医師会からの推薦でこうなりましたということで、受けていただい

ている状態です。もしそういう希望がありましたら、医師会へ相談しみようと思います。以

上です。 

（教育長）はい。ありがとうございます。よろしいですか。 

（委員）以前は現場の方からですね、誰ということはないですけれども、子どもが待ってい

るのによく遅れてくるとかいうお話がありましたけど。改善してもらうことは、当然のこと

として話していかんといけないので。無いのであれば、それに越したことないですけれど。

わかりました。 

（教育長）はい。ありがとうございます。他の委員さん方で、ご質問ございましたらお出し

いただきたい。委員、よろしいですか。 

（委員）はい。結構です。はい。 

（教育長）はい。ありがとうございました。そうしましたら、ご意見がないようでございま
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すので、この件については原案の通り議決ということで処理をさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

 

 

３ その他 

２）その他 

 

（教育長）1点、お諮りをさせていただきたいという件がございます。といいますのは、事

前質疑の中で、委員の方から、職務代理についてということで、１度、教育委員さんの中で、

話を、意見を交わしたいというふうなことでご提案がございました。その中で、事務局とし

ましては、４月の第１回定例教育委員会の後になりますけれども、教育委員会協議会という

形で、非公開という中で、遠慮なく意見の交換をさせていただいたらどうかと考えさせてい

ただいています。そのことについて、ちょっとご了解いただきたいなということでご意見を

いただきたいと思います。いかがでしょうか。はい。委員。 

（委員）おっしゃっていただいた形で結構だと思います。前の時も、関わっての内容みたい

なところでの意見も聞かせていただいたり、こちらの意見も言わせてもいただいたりした

んですけれども。今までそういうふうに慣例的にやってこられた部分もあるし、逆に言うと

私としては、私はもうこれを言わせてもらうんですけれども、そういう中で教えてもらうこ

とがほとんどで、本当にこちらからの質問を的確に答えていただいて、教えていただいてい

るんですけども。例えば、ご意見をいただいたように、次年度の事業計画であったり、それ

に伴う予算の確保であったりとか、人事もしかりだと思うんですけれども、そういった部分

について意見も出ていたと思うんですけれども、そのあたりを詰めていただくも結構です

けれども、事務局でやってきていただいたような、教育長を中心にしっかりと取組をしてい

ただいておりますので、やっていただく中でここはどうであるかというとこらへんを出し

ていただきながら、委員の意見を聞いてその場の対応をするというだけではなしに、今後に

向けた擦り合わせもできるようにと思います。一定の一任というか、お任せという部分は出

てくると思うんですが、お出しいただいた議案については、ご説明をいただいて、こちらの

意見を言わせていただくようにしているんですね。そのあたりも、次回で結構ですので、事

務局として、教育長からでも結構ですし、事務局からでも結構ですけど、そのあたりはどう

かなといったところをお伝えいただければと。日程やとか、議会との関係とか、そういった

ことが関わってくるというのはもう当然のことで、名張市だけの問題じゃないですけれど

も、その中で精一杯に資料も事前に準備や対応していただいているのは、よくわからせても

らっていて、私自身はそういうふうに思わせていただいているところです。ただ、その中で

もう少しこの部分は改善しようというところは多々あると思いますので、そのあたりを詰

めていけたらなと、そういう方向で考えていただけたらなというところです。事務局のご苦

労いただいていることも含めて、またそのあたりもお聞かせいただいたらと思いますので、

ぜひよろしくお願いします。 

（教育長）ありがとうございます。他にいかがですか。次回にいろいろなご意見を出してい

ただくということでよろしいですか。委員、よろしいですか。 

（委員）はい。承知いたしました。 

（教育長）ありがとうございます。そうしましたら、次回の４月の定例教育委員会の後に教

育委員会協議会を設けさせていただくというようなことで、ご意見をちょっといただけれ

ばというふうに思わせていただきます。時間の方も長く持つのではなくて、できましたら 



- 4 - 
 

３０分か４０分の中で意見交換をしていけたらと思っております。よろしくお願いしたい

と思います。最後に、事務局の方から。 

（事務局）今日、県費負担教職員の人事異動の関係でご報告の方をさせていただきました。

あと教育委員会事務局の職員の人事異動もございまして、４月１日付で教育委員会事務局

職員の発令を予定しております。教育委員会事務局の職員といいましても、当然、市長部局

の方の異動と一体的なものになっておりますので、人事異動案が固まるのが来週末、２２日

の金曜日ぐらいということで、現在予定をされております。例年ですと、４月、今回ですと  

４月４日の定例教育委員会の日に、事務局職員の人事異動のご報告の方をさせていただく

んですけども、報道機関等に人事異動情報というのが３月の終わりの方に公表されますの

で、それまでの間に内示という形で教育委員さんの方に、臨時会としてお集まりいただくの

ではなくて、お送りをさせていただいて、それをご覧いただいてご承認というか、次回の定

例教育委員会までの間のご確認としていただきたいということで、今年度、来年度について

はそのような取り扱いをさせていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたし

ます。 

（教育長）ありがとうございます。ということで、事務局の人事についてのお話ではござい

ました。よろしくお願いします。 

 

 

・定例教育委員会の日程について 

  決定   ４月 ４日（木）  午後 ２時～ 庁議室  

予定   ５月 ２日（木）  午後 ２時～ 庁議室  

 

 

（教育長）長くなりましたが、令和５年度第１５回目の臨時教育委員会の方を終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。 

（委員）ありがとうございました。 

 

 


